
城東区行政連絡調整会議設置要綱 

 

(設置) 

第１条 城東区における総合行政の推進に資するため、城東区行政連絡調整会議(以下、「会議」という。)

を置く。                   

 

(所掌事務) 

第２条 会議は、区内の行政運営上連絡調整を要する具体的措置について協議する｡ 

（１） 第３条第１項に掲げる者が所管する事務事業の計画及び実施に関すること 

（２） 地域における生活環境に関すること 

（３） 区民の要望及び相談等の処理に関すること 

（４） 災害その他緊急時における応急対策に関すること 

（５） その他区長が必要と認める事項に関すること 

 

(組織) 

第３条 会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する｡ 

（１） 城東区長 （以下、「区長」という。） 

（２） 環境局 城北環境事業センター所長 

（３） 建設局 中浜工営所長 

（４） 建設局 鶴見緑地公園事務所長 

（５） 消防局 城東消防署長  

（６） 水道局 東部水道センター営業担当課長 

（７） 城東区役所 副区長 

（８） 城東区役所 総務課長 

（９） 城東区役所 企画担当課長 

（10） 城東区役所 防災・防犯担当課長 

（11） その他区長が必要と認める事務所その他出先機関の長  

 

２ 区長は、区行政と密接な関係にある次の機関に、会議への出席を要請することができる｡  

（１） 大阪府城東警察署 

（２） 国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所 

（３） 大阪府寝屋川水系改修工営所  

（４） 城東税務署 

 

(会議) 

第４条  会議の招集は、区長が行う｡ 

ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に関係者のみを招集して会議を行うことができる｡ 



 

(庶務) 

第５条 会議の庶務は、城東区役所総務課総合企画担当において処理する｡ 

                                

(施行の細則) 

第６条 この要綱の施行について必要な事項は、会議において定める｡ 

 

附則 

 この要綱は、平成元年 ５月１３日から施行する｡ 

         平成 ９年 ５月１３日一部改正。 

         平成１０年 ５月１３日一部改正｡ 

         平成１２年 ５月 ９日一部改正｡ 

         平成１３年 ５月 ８日一部改正｡ 

         平成１４年 ５月１４日一部改正｡ 

         平成１５年 ５月１３日一部改正｡ 

         平成１６年 ５月１１日一部改正。 

         平成１７年 ５月１０日一部改正。 

         平成１８年 ５月 ９日一部改正。 

         平成１９年 ５月 ８日一部改正。 

         平成２０年 ５月１３日一部改正。 

 平成２１年 ５月１７日一部改正。 

         平成２２年 ５月１３日一部改正。 

         平成２３年 ５月１２日一部改正。 

平成２４年 ９月１３日一部改正。 

平成２４年１１月 ８日一部改正。 

平成２５年 ５月 ９日一部改正。 

平成２５年 ６月 １日一部改正。 

平成２６年 ７月 １日一部改正。 

平成２７年 ５月 １日一部改正。 

平成２７年 ７月 １日一部改正。 

平成２８年 ５月 ２日一部改正。 

平成２９年 ４月 １日一部改正。 

平成３０年 ４月 1 日一部改正。 

令和 ３年 ４月 1 日一部改正。 

令和 ４年 ４月 1 日一部改正。 

 

 


